
 

 

 

 

 

 函館市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月６日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市条例第１６号 

   函館市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例 

 （函館市旅館業法施行条例の一部改正） 

第１条 函館市旅館業法施行条例（平成１７年函館市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第１項第２号中「第２９条」を「第３１条第１項」に改める。 

 （市立函館博物館条例の一部改正） 

第２条 市立函館博物館条例（昭和２７年函館市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１８条の規定

に基づき，」を削る。 

第１０条第１項中「博物館法第２０条第１項」を「博物館法（昭和

２６年法律第２８５号）第２３条第１項」に改める。 

（函館市縄文文化交流センター条例の一部改正） 

第３条 函館市縄文文化交流センター条例（平成２３年函館市条例第14

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１８条の規定

に基づき，」を削る。 

附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 


